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新全国犯罪被害者の会（新あすの会）第２回大会

１．経過報告

　先ほどの上川陽子衆議院議員からのビデオメッセー
ジ、白井副代表幹事からの趣旨説明、小泉衆議院議員・
宮崎衆議院議員・三谷衆議院議員によるにセッショ
ン、パネルディスカッションで概ね触れられておりま
す。
　新あすの会としても成果を上げてきたというのは事
実ですが、まだまだ積み残した課題はたくさんありま
す。こらからも、犯罪被害者庁の設立、国による損害
賠償請求権の買取を目指してまいります。

２．大会決議

　第１号決議　犯罪被害者庁の設立を求める。
　第２号決議　犯罪被害者庁の設立を具体的に検討す
るための審議会を早急に立ち上げ、犯罪被害者庁設立
の議論を開始するよう求める。

３．役員選任

１号議案：幹事の選任

代表幹事　　岡村　勲　　（おかむら　いさお）
副代表幹事　白井　孝一　（しらい　こういち）
副代表幹事　渡邉　保　　（わたなべ　たもつ）
副代表幹事　假谷　実　　（かりや　みのる）
幹事　　　　土師　守　　（はせ　まもる） 
幹事　　　　猪野　京子　（いの　きょうこ）
幹事　　　　高橋　幸夫　（たかはし　ゆきお）
幹事　　　　寺田　真治　（てらだ　しんじ）
幹事（新任）辻内　衣子　（つじうち　きぬこ）

２号議案：会計監査の選任
会計監査　　田村　紀久子（たむら　きくこ） 

４．活動方針

　活動報告でも述べましたが、本大会決議である犯罪
被害者庁の設立を柱に、国による損害賠償請求権の買
取など、積み残された課題の解決に向けて今後も活動
していく。

　渡邉保副代表幹事が議長となり進行の上、以上が採
決されました。

　新幹事の挨拶

辻内　衣子

　初めまして、今回新たに幹事を拝命しました辻内衣
子です。
　私は 2000 年に夫を傷害致死事件で亡くし、2 年後
に当時の「あすの会」に入会いたしました。被害者遺
族となって、裁判を傍聴し、その理不尽さにどうして
も納得できませんでした。あすの会に入会し、日本の
制度を変える必要があることを学び、まさに目から鱗
が落ちました。その後幹事を務めさせてもいただき、
私にとってあすの会は自分の被害者遺族としての人生
の原点となるものでした。
　ここ数年は自治体の被害者支援の仕事をしており、
被害者の権利確立は、まだ道半ばであることを強く感
じておりました。
　そんな中、今般の犯罪被害者給付金の見直し等の前
進は、新あすの会の活動なくしては実現できなかった

ことです。今後幹事として、新あすの会の活動に加わ
らせていただくことは、大変光栄なことです。微力で
はありますが、一生懸命務めさせていただきますので、
どうぞよろしくお願いいいたします。
　また、2018 年のあすの会解散後、当時の関東集会
の仲間と立ち上げた「犯罪被害者の会にじの会」の活
動も継続しております。被害者同士が語り合う交流の
場であるとともに、昨年は新たに始まる「矯正段階で
の心情等伝達制度」の実施にあたっての要望書を法務
省に提出いたしました。新あすの会とは役割の違う自
助グループ的な会として、今後も第三土曜日の午後の
月 1 回の定例会は継続してまいりますので、興味のあ
る方はどうぞお声かけください。
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新全国犯罪被害者の会 第２回大会　決議

第１号決議　犯罪被害者庁の設立を求める。
第２号決議　犯罪被害者庁の設立を具体的に検討する

ための審議会を早急に立ち上げ、犯罪被害
者庁設立の議論を開始するよう求める。

以上のとおり決議する。

２０２４年７月２１日

新全国犯罪被害者の会（新あすの会）
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新全国犯罪被害者の会 創立大会 決議

第１決議　犯罪被害者等の加害者に対する損害賠償債
権を国が買い取り、国が回収を行う制度の創
設を求める。

〔理由〕　犯罪被害者等は、損害賠償請求によって被
害を回復されるべき立場にありながら、訴訟
を起こして賠償を命じる判決を得ても、収監
され、財産を持たない加害者からは支払われ
ず、犯罪による被害は全く回復されていない。
また、このように実現可能性が乏しいことや、
加害者のことを怖れるなどの理由から泣き寝
入りを強いられる現状にある。国による被害
回復の実現を確保する制度が必要である。

第２決議　損害賠償請求訴訟を起こせない場合にも、
損害賠償請求権を国が買い取る制度の創設を
求める。

〔理由〕　加害者が自殺したり、特定できないなど、
損害賠償請求訴訟すら起こせない犯罪被害者
等も少なくない。こうした被害者等を救済す
る必要がある。

第３決議　犯罪被害者等の病院での治療、入通院交通
費、介護、介護用品、義手義足、自宅改造な
どを、国が現物給付する制度の創設を求める。

〔理由〕　犯罪被害者等は、犯罪被害によってたちま
ち直面する困難により、平穏な生活を取り戻
すどころではなく、最低限の生活も困難にな
る。犯罪被害者等が最低限の人間らしい生活
を確保するために現に必要なものについて、
犯罪被害者等に金銭的負担をさせず、国が直
接負担する制度が必要である。

第４決議　犯罪被害者等に対し、被害の内容、治療情
報等を入力した犯罪被害者カードを発行し、

犯罪被害者等は、そのカードの提示により、
すべての支援が受けられる制度の創設を求め
る。

〔理由〕　犯罪被害者等は、精神的・身体的に極限ま
で辛い状態に置かれている。しかし、各種手
続を行うため、思い出すこと自体が耐え難い
被害の状況を何度も繰り返し説明させられ
る。せめて、その負担を軽減する制度が必要
である。また、第３決議の現物支給制度の運
用のためにも、犯罪被害者カードの発行は必
要不可欠である。

第５決議　仮釈放された加害者に保護観察官や保護司
がつくのと同じく、犯罪被害者等に寄り添っ
てくれる人的組織の創設を求める。

〔理由〕　犯罪被害者等が直面する問題は、多方面
で、しかも長期にわたる。精神的・身体的に
困難な状況にある犯罪被害者等にとって、た
らい回しにされず１箇所で、いつまでも寄り
添うように相談にのってくれる組織が必要で
ある。

第６決議　犯罪被害者庁の設立を求める。
〔理由〕　第１ないし第５決議で求めた制度を実効的

に実施する役割を担うためには、犯罪被害者
等に関する施策全体を見渡し、一元的に統括
する機能を持つ組織が不可欠である。

第７決議　当面年間２００億円規模の予算を確保する
よう求める。その財源について、罰金を利用
することの検討も求める。

〔理由〕　第１ないし第６決議で求めた施策を実質を
伴って実施するには、相当の予算確保が不可
欠である。対象者の大多数が加害者に当たる
刑務所での収容や保護観察に国が負担する費
用は２６００億円を超える。加害者との比較
においても、また、我が国よりも小さい経済
規模でありながら犯罪被害者等に対して数
百億円の財政支出を行っている諸外国との比
較においても、せめて２００億円程度の予算
確保を求める。

　以上のとおり決議する。

　令和４年３月２６日

新全国犯罪被害者の会（新あすの会）




